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令和3年度の健康保険料率・介護保険料率他について（ご連絡） 

 

 今般、２月１８日開催の健康保険組合会にて、令和3年度の保険料率（健康保険料・介護保険料） 

ならびに組合平均標準報酬月額が決定いたしました。今回、健康保険料の内訳もあわせて 

ご連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

                               記 

 

 １ .健康保険料率    令和３年３月分（4月上旬納入告知分）より適用  

（１）健康保険料の料率      

項  目 料率 内、事業主負担料率  内、被保険者負担料率  

健康保険料 １００.０／１０００ ５５／１０００ ４５／１０００ 

 

（２）健康保険料の内訳  

健康保険料は下記の様に「基本保険料」、「特定保険料」、「調整保険料」で構成されています。 

項  目 料率 内、事業主負担料率  内、被保険者負担料率  

基本保険料 ５５．５９５／１０００ ３０．５７７／１０００ ２５．０１８／１０００ 

特定保険料（注１） ４３．１０５／１０００ ２３．７０８／１０００ １９．３９７／１０００ 

調整保険料（注２） １．３００／１０００ ０．７１５／１０００ ０．５８５／１０００ 

（注１） 特定保険料は、健康保険組合が国に支払う「納付金」に充てる保険料で「後期高齢者支援金」

や「前期高齢者納付金」など、高齢者医療制度を支える事を目的としています 

（注２） 調整保険料は、健康保険組合の集まりである「健康保険組合連合会」に支払うもので、財政  

窮迫組合の助成や一定額以上の高額医療費の共同負担を目的としています。  

 

 ２．介護保険料率    令和３年３月分（4月上旬納入告知分）より適用、昨年度と変更あり            

（１）介護保険料の料率      

項  目 料率 内、事業主負担料率  内、被保険者負担料率  

介護保険料 1８.４／１０００ ９．2／１０００ ９．2／１０００ 

介護保険料は４０歳以上６５歳未満で、国内に住所がある被保険者の皆様（介護保険第２号被保険者）

に、ご負担いただきます。 

 

 ３．組合平均標準報酬月額 （変更あり） 

当健康保険組合の令和２年９月３０日における組合平均標準報酬月額は３６５，５８５円であり 

健康保険法の標準報酬月額等級表にあてはめると「２５等級  ３６０，０００円」です。 

（350,000円～370,000円の範囲は25等級、標準報酬が一律３６０，０００円と位置づけられます）   

本等級は令和３年４月１日から令和４年３月３１日までに適用される任意継続被保険者の標準

報酬月額の上限となります。  

 

                                                              以 上 


